
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【採用予定日】 

令和８年４月１日（予定） 

※採用される職種、勤務する職場等については、申込者の希望や経歴などを考

慮して決定しますが、希望どおりにならない場合もあります。 

 

【採用申込書 受付期間】 

  令和８年１月１９日（月）～ 令和８年１月３０日（金）  

○郵送の場合 

令和８年１月３０日までの消印があるものに限り受け付けます。 

なお、１月２８日以降に投函する場合は、必ず「速達」にしてください。 

○持参の場合 

提出書類を経営管理課に直接持参される場合は、平日の午前８時３０分か

ら午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）にお越しください。 

 

【申込先】 

  市立旭川病院 事務局経営管理課総務係（外来棟３階） 

    〒070-8610 旭川市金星町１丁目１番６５号 

   ℡(０１６６)２４－３１８１(内線５５１２) 

市立旭川病院（旭川市）で働く会計年度任用職員を募集

します。あなたの知識や経験を旭川市民の医療を支え

る仕事に役立ててみませんか。 

 令和８年度採用 

旭川市（市立旭川病院採用） 

会計年度任用職員 募集のご案内 
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１ 募集職種  

別紙「募集職種一覧」を御覧ください。 

採用申込書の「希望する職種」欄は、募集職種一覧を参考に記入してください。 

ただし、希望どおりの職種や部署での採用にならないこともあります。  

 

２ 勤務条件等  

⑴  任用期間 

   任用される期間は令和８年４月１日から令和９年３月３１日までです。 

※任用された日から１か月は条件付の採用となります。その間、良好な成績

で業務を遂行した場合に正式な採用となります。 

 ⑵ 勤務形態 

詳細は、別紙「募集職種一覧」を御覧ください。 

 ⑶ 休日 

   原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２月３０日～ 

１月４日）が休日となりますが、配属先により異なる場合があります。 

 ⑷ 休暇 

   本市の規定により、年次有給休暇１０日間（任用開始時に付与）、夏期休暇

などの特別休暇等を付与します。 

※付与日数は任用期間等により決定します。 

  ⑸ 社会保険等 

   健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者となります。勤務時間が短い

等の理由で対象外となる場合があります。 

 

３ 申込資格  

次に該当する方は、どなたでも申込みできます。 

・道北地域の基幹病院である市立旭川病院のために自らの能力や経験等を役 

立てたいという意欲のある方 

・ただし、次の地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当する方は応募できま

せん。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

・旭川市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過し

ない者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

４ 提出書類及び申込方法  

 ⑴ 提出書類 

   ア 旭川市会計年度任用職員 採用申込書 

   イ 公共職業安定所（ハローワーク）が発行する紹介状 

     ※イは、ハローワークを通じて求職中の方のみ提出が必要です。 

 ⑵ 申込方法 

   提出書類を一括して、郵送又は持参によりお申し込みください。 

     ※封筒の表側に｢会計年度任用職員 採用申込書在中｣と朱書きしてください。 

       なお、提出された書類は返却しませんので、御了承ください。 

 

５ 選考方法  

⑴ １次選考 書類審査 

提出された「旭川市会計年度任用職員 採用申込書」に基づく書類審査→合

格された方を対象に２次選考（個人面接）を行います。 

⑵ ２次選考 個人面接 

・１次選考合格者を対象とし、令和８年２月中旬～２月下旬に実施予定です。 

・２次選考（個人面接）の結果により、採用者を決定します。 

 

６ 選考結果通知  

 ⑴ １次選考結果 不合格者のみに郵送で通知します。 

※令和８年２月中旬（予定） 

 ⑵ ２次選考結果 面接を受けた方全員に合否を通知します。 

※令和８年３月上旬（予定） 

 

７ その他  

⑴ 申込書に虚偽の記載があった場合は、採用を取り消すことがあります。 

⑵ 地方公務員法により、フルタイム勤務（週３８時間４５分）の職種について

は兼業が禁止されていますが、パートタイム勤務（週３８時間４５分未満）の

職種については兼業が可能です。 

⑶ 今回の会計年度任用職員への採用は、旭川市の正規職員（事務職、技術職

等）の採用の際に優先されるものではありません。 

⑷ 今回の募集のほか、年度途中において随時、会計年度任用職員の募集を実施

することがあります。 

⑸ 採用に当たり、資格や免許の写し等の書類の提出を求める場合があります。 

⑹ 不明な点は、市立旭川病院事務局経営管理課総務係（電話（０１６６）２４

－３１８１（内線５５１２））までお問い合わせください。 

会計年度任用職員の給料・報酬などは、市立旭川病院令和８年度予算を財源として

いますので、予算成立状況により任用期間や勤務時間が一部変更になることがあり

ます。御了承ください。 


